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           会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意 

          しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか 

          できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び 

          申し上げます。 

           まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い 

          ただきたくお願いいたします。 

               福島町議会議長 溝 部 幸 基 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎調査事件 

 (1)防災対策について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（６名） 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 午前１０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） おはようございます。 

 ただいまから、総務教育常任委員会を開会いた

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の調査事件は、皆様のお手元に配付のとお

りでございますので、ご了承願います。 

 案件の調査に入る前に、申し出により、村田町

長のあいさつを行います。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） あらためて、おはようござい

ます。 

 一言、ごあいさつ申し上げます。 

 総務教育常任委員の皆様には、なにかとお忙し

い中、委員会への出席、誠にご苦労さまでござい

ます。 

 本日の調査事件であります、防災対策につきま

しては、おかげ様で当町においては大きな災害も

なく、安堵をいたしているところでございます。 

 また、のちほど資料でご説明申し上げますが、

昨年１０月から１１月に実施した７０歳以上の高

齢者１,２９７人を対象に実施したアンケート調

査の結果、災害、特に地震津波に対する不安を抱

えている高齢者が多く、また指定する避難場所を

知らない方も多い実情でございました。また、ご

承知のとおり、防災無線を供用開始して８年が経

過し、保守点検に費用のかさむようになってきて

いる現状にもございます。 

 町内の小河川については、緊急度の高い箇所か

ら随時、改修を進めてきておりますことについて

は、委員の皆様もご承知のことと存じますが、２

級河川の福島川の改修が懸案となっているところ

であり、土木現業所と早期に着手されるよう、現

在協議いたしているところでもございます。 

 また、当町の地形から落石防止、あるいは雪崩

防止、そして海岸部における波浪や越波対策につ

いても随時、関係機関と協議をしながらその対策

を進めている現状にございます。 

 このあと、資料に基づき、担当より内容の説明

をさせますので、よろしくお願い申し上げ、私の

ごあいさつといたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（平野隆雄） 村田町長のあいさつが終

わりました。 

 これより、案件の調査に入りますが、あらかじ

め調査内容について簡単にご説明いたします。 

 当町の地域防災については、災害対策の実施に

あたり、防災関係各機関が町民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、業務の大網を定め、

防災に万全を期する目的で、昭和５６年に計画書

が策定され、以後、二度にわたり修正を加えて今

日にいたっております。 

 昨年度は近年まれに見る豪雪に見舞われ、日常

生活に支障をきたす結果となりました。本日は、

このような豪雪に関連した対策や非常時の災害対

策などに関する資料が示されており、この内容に

ついて調査をし、所管事務の一端にしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、調査事件１、防災対策についてを議

題といたします。 

 内容の説明を求めます。 

 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） おはようございます。 

 それでは、資料に基づきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、委員会資料の１ページをお願いしたいと

思います。 

 調査事件１、防災対策について。 

 資料の内容につきましてはポイントを絞ってご

説明をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず、１の防災無線について。 

 （１）の現況でございますけれども、災害発生

時の地域の状況を迅速に把握し、避難指示などの

適切な情報を住民に伝達することを目的として整

備をされました防災行政無線につきましては、平

成１０年度に供用開始されてから８年が経過し、

周辺機器にも経年劣化等による不良箇所が見受け

られるようになってきております。 
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 このため、各部品の交換を随時実施しておりま

すけれども、特に、海岸部に設置されている屋外

拡声器及び受信基盤等については、塩害等によっ

ての腐食が顕著なことから、今後も計画的に部品

交換などの対応に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

 次に、（２）及び（３）に記載のとおり防災行政

無線は、平成９年度に整備が行われております。

平成１０年度より供用開始がなされて、８年を経

過しているところでございます。 

 （４）には、防災行政無線にかかる設備の概要

を記載しておりますので、参考にしていただきた

いと思います。 

 （５）として、平成１６年度決算から１８年度

予算までの年間維持費を記載しておりますけれど

も、各年度において大きな補修工事や免許更新が

ない限りにおきましては、年間約２００万円程度

の維持費をもって運営をしているところでござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２、防災避難路の確保についてでございますけ

れども、住宅地が沿岸部に集中している当町にお

きましては、福島町防災計画において大規模な地

震、津波が発生した場合を想定して、各町内会の

高台などを一時避難場所として指定をしていると

ころでございます。こうした、一時避難場所に通

じる避難路の維持管理につきましては、昨年度ま

では、草刈作業を福島町森林組合に委託のうえ実

施をしておりましたけれども、今年度からは、町

内会ごとに対応していただくよう町内会連合会の

総会等で説明をしているところでございまして、

今年度以降は、各地先の町内会と連携をとりなが

ら対応に努めてまいりたいと考えております。 

 また、冬期間の除雪対応につきましては、これ

まで実施をしておりませんけれども、この冬の大

雪による積雪で、実際に避難路として利用できな

い箇所が多数あったことから、非常時の災害に対

応するために、冬期間の維持管理方法についても、

今後検討していかなければならない課題としてと

らえているところでございます。 

 （１）の一時避難場所の指定でございますけれ

ども、町の防災計画で指定をしている一時避難場

所が４８箇所ございます。そのうち、海岸部の高

台に位置する一時避難場所は３５箇所となってお

ります。 

 そのほか、（２）に記載をしておりますとおり、

防災計画上、一時避難場所として指定はされてお

りませんけれども、道の治山事業等で管理用道路

として整備をされまして、避難路として活用でき

るものとしましては、３ページの一覧表にも記載

しておりますけれども、吉岡地区には５箇所、福

島地区に２箇所設けられています。こうした避難

路の維持経費としましては、（３）に記載しており

ますとおり、昨年度までは、２０万円程度で森林

組合へ草刈りを委託しておりましたけれども、前

段で申し上げましたとおり、今年度からは、各地

先の町内会と連携して実施をするということで、

予算は未計上としております。 

 なお、３ページに町内の一時避難場所一覧表を

示しておりますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ３、河川に係る防災対応についてでございます

けれども、まず福島川の防災対策につきましては、

これまでも福島大橋の下流部に、道において水位

雨量局を設置しまして、当町でも大雨の際などに

は、その水位等の状況をインターネット等で確認

をしながら、現地確認と合わせて危険箇所に対す

る防災対策に努めてきております。 

 そうした中、このたび、福島川における指定水

位等の見直しがなされることになりまして、先般、

函館土現と協議を行った結果、今後、下記の表に

記載をしておりますとおり、新たな水位数値が設

定されることになっております。 

 このような情勢を踏まえて、福島川における警

戒水位の増嵩状況が発生した場合には、これまで

同様、速やかな河川周辺の住民に対しての洪水情

報の提供をはじめとして、庁舎内の関連する各

課・各グループとの連携を密にしたなかでの防災

体制の確立に努めてまいります。 
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 なお、吉岡川につきましても、先般、吉岡温泉

の裏手に水位雨量局が設置されております。今後

は、福島川と同様の防災対策の措置がなされるこ

ととなっております。 

 新たな、福島川の水位設定値につきましては、

示しておりますとおりとなっておりまして、参考

にしていただきたいというふうに思います。 

 次に、４の町道の豪雪対策についてでございま

すが、町道の除雪は、町民の生活路線を確保する

ため、町内約４０キロメートル（２０２路線）に

わたって実施をしております。 

 除雪を実施するにあたっての出動基準は、路面

状況にもよりますけれども、平成１５年度までは

降雪量約１０センチメートルとしておりましたけ

れども、平成１６年度に除雪基準の見直しを行い

まして、降雪量約１５センチメートルでの出動と

しております。 

 ご承知のとおり、下のグラフにも示しておりま

すとおり、少し見えにくいかもしれませんけれど

も、平成１７年度は近年例のない５８６センチメ

ートルという降雪量を記録し、町民生活に支障を

及ぼすまでの豪雪となりました。そのため、除雪

の実施にあたりましては、除雪に対する町民の理

解と協力が不可欠であることから、今冬の各地域

の除雪状況を踏まえまして、今後、さらに地域に

おける効率的な除雪及び協力体制の構築に努めて

まいります。 

 また、一番下には過去３カ年度の除雪費を計上

しておりますけれども、平成１７年度は最終的に

は６,６２４万２,１３７円の除雪経費が支出をさ

れております。 

 続いて、次のページをお願いいたします。 

 除雪対策に関連しまして、町有除雪車輌の購入

計画についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。現在、町が所有し、使用している除雪車輌

につきましては、庁舎、それから消防署をはじめ

としまして、各公共施設、さらには各会館周辺道

路等の除雪を中心として活動しておりますけれど

も、昭和５４年に購入をされまして２７年を経過

していることから、車体の金属疲労が顕著となっ

ておりまして、特に運転席、キャビン部の腐食が

激しい状況となっております。そうした中、この

冬の豪雪状況を踏まえまして国の建設機械整備補

助事業、これは積寒補助とも呼ばれておりますけ

れども、その周知が国よりなされまして、補助率

が３分の２という有利な補助率であり、なおかつ

過疎債の活用も可能なことから町としても補助を

お願いしたいとして要望をしております。下記の

比較書のとおり、車輌購入をする場合のほうが車

輌リースや除雪委託とのトータルコストの比較検

討上におきましても優位性があることから、今後、

補助事業として採択がなされた場合には、平成１

９年度における公認に向けた対応を計画してまい

りたいというふうに思っております。 

 なお、購入時の財源計画をはじめとして、トー

タル的なコストの比較検討書をそこに記載してお

りますけれども、一番下の表をご覧いただきたい

と思います。コストの比較期間は過疎債を活用し

た場合の償還期間の１２年で比較をしております。

なお、単位は記載しておりませんが１,０００円単

位でございます。 

 上から一段目と二段目の（ア）のＡとＢにつき

ましては、これは補助付きの場合で汎用プラウ、

これは車輌の前に付く２分割された除雪板のこと

でございますけれども、これを付ける場合と付け

ない場合のコストを記載しておりまして、いずれ

も１,２００万円程度ということで、１年当たりに

しますと１２年間ですから約１００万円のコスト

数値となっております。 

 次に、（ア）のＣの補助なしの場合で１,４２０

万４,０００円。そして（イ）、リース契約の場合

で２,２８０万円。（ウ）の委託契約によって実施

する場合には３,５８４万４,０００円ということ

で、内訳についても記載しておりますけれども、

おのおののコスト比較におきましても車輌の購入

所有をして実施する場合のほうが優位性があるこ

とから、これがもし補助採択がなされるという場

合には公認に向けての対応を詰めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次のページでございます。 
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 ５、治山施設の雪崩防止対策についてでござい

ますけれども、この冬の記録的な大雪の影響によ

りまして、日向地区と豊浜地区においては、雪崩

によって住宅の窓ガラスが破損するなどの被害が

発生しましたが、いずれも、応急対策として関係

機関と連携して斜面上部の雪尻の除去及び排雪作

業を実施するなどの安全対策を講じたところでご

ざいます。 

 こうした状況を踏まえて、町におきましては、

施設管理者の北海道へ雪崩防止対策の施工を要望

しておりましたけれども、日向地区は雪崩対策を

含めた工事が３月末に発注をされております。ま

た、豊浜地区も本年度中に雪崩対策工事が実施さ

れる予定となっておりまして、今後も、関係機関

と連携をとりながら、豪雪時の災害防止に努めて

まいりたいと考えております。 

 なお、雪崩防止対策の工事の施工箇所を記載し

ておりますけれども、今年度は日向地区で２箇所、

豊浜地区で１箇所の施工がなされることになって

おります。８ページに、その施工箇所図を添付し

ておりますので、参考にしていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、９ページには６として高齢者生活実態ア

ンケート調査、これは災害関連分でございますけ

れども、その結果について記載をしております。 

 これは、昨年１０月から１１月にかけまして、

福祉グループにおいて福祉委員に依頼をして実施

した７０歳以上の高齢者を対象とした生活実態ア

ンケート調査の結果でございますけれども、災害、

これは地震、津波に対して不安を抱えている高齢

者が多く、また、約半数の方が町の指定する避難

場所を知らないという調査結果も出ております。 

 こうした、アンケート調査を踏まえまして、高

齢者の方々の安全確保を図るためには、災害発生

時に公的機関と地域住民が連携して、迅速に対応

できるような体制整備を進めるとともに、あらた

めて避難路、避難場所等の周知を図りつつ、地域

の総合的な防災力の向上に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。また、アンケート調査

結果のうち、災害関連部分につきましても、これ

を抜粋して記載しておりますので参考にしていた

だきたいというふうに思います。 

 以上で、本日の所管事務調査の資料内容につい

ての説明を終わらせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（平野隆雄） 内容の説明が終わりまし

たので、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時１７分） 

    （再開 午前１０時１８分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 杉村委員。 

○委員（杉村欣一） １つ目は、防災無線につい

て聞きたいのですけれども、これは付けるときに

今の助役さんが課長のときに、話をしている場合、

外で聞くものだと、こう言ったわけですよ。現在

でも、今の家は戸が二重になっているし、外に出

ても終わってしまっているわけですよ。なかなか、

その電波によって風の流れによって聞こえないこ

とがあちこち、たくさん苦情があるわけ。知内あ

たりでは、ラジオみたいなテープが入って、それ

に全部録音になって、そういうふうに家に誰もい

なくても晩に帰ってくれば、それを聞くとわかる。

福島の場合、今の家は二重になっているから家に

いても聞こえるわけがないし、出てしまえば風に

よって、こちらに流れてこないところもあるだろ

うし、向こうのほうが聞きやすいところもあるか

もしれないけれども、どうもこの無線に対しても

ピンとこないわけ。結構、そういう住民がいるわ

け。まず、１点目。 

 ２点目のこのブルドーザー、町で相当の金額を

今年も６,６００万円くらい出るのだけれども、や

はり町で元は良いのあったわけ、斉藤さんの時代

に、町長になったら、あの良いやつを売ってしま

って、離してしまったものだから。町でああいう

やつを何で置かないものなのか。それで古いもの
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を置いて、そういうふうに制度変わるとか、どう

のこうのって、前に排土板から何から立派なタイ

ヤショベルがあったのに、離してしまうというこ

とは、こういう福島町みたいに豪雪がある町は、

やはり１台でも２台でも用意をしてかからないと。

知内を見てみると何台もありますよ。知内あたり

は車もあるし、そういうふうに除雪をして。福島

の場合、あの小さいやつでやって、あとは全部民

間に委託させて、その費用というものは本当に相

当莫大かかるものですよ。毎年、雪は降るのです

よ。 

 やはり、もし入れるのであれば排土板式のビシ

っとしたものを入れないと、ただのバケットだけ

なら時間ばかりかかって、うまくいかないですよ。

その２点。 

○委員長（平野隆雄） 竹下助役。 

○助役（竹下泰弘） １点目の防災無線の話です

けれども、私が総務課長のときに、今杉村委員さ

んがおっしゃったような形の中で付けた経緯の話

を質問されまして、ここに記載しておりますけれ

れども、整備年度が平成９年で供用開始が１０年

ということでございますが、私が総務課長に来た

のが１２年でございまして、すでにもう設置した

と。設置したときの経緯を私も調べたところ、当

時、南茅部のほうに町内会連合会か、何か皆さん

と研修をして、それはだいぶ屋外でも充分に用は

足りるのだということで議会のほうに説明をしな

がら、確かに屋内無線ですと約倍以上コストがか

かるということがあったものですから、とりあえ

ず皆さんにご理解いただいて、平成９年に屋外で

設置したと。 

 確かに、今杉村委員おっしゃるように現状では、

さきほど総務課長からも説明していますけれども、

この屋外、個別の受信機というのは３７台しかあ

りません。これは、個人住宅、要するに難聴地区

ですね、桧倉だとか千軒とか塩釜の奥だとか、そ

ういうものと、それから施設に２５台ということ

で、それをあわせて３７台でございます。私は総

務課長を退職する段階でも、この質問がございま

して、今後はそういう状況をよく踏まえて維持管

理で間に合うものか、それともこれから地区に個

別の受信機のほうに変えていかなければならない

のか検討していきたいということで、私は答弁を

したつもりでございまして、現在も財政的な問題

もございまして、さきほど総務課長も説明してい

ますけれども、騙しながらという言葉はおかしい

のでしょうけれども、施設がやはり海岸部で腐食

しているとか、そういうものについては維持補修

をして対応していきたいと。 

 ですから、杉村委員がおっしゃっているように、

現在は当時と違いまして住宅の密閉性も非常に高

いということでございまして、なかなか聞きづら

い部分もあります。私ども実際、放送した部分を

聞きましても風の具合によっては、なかなか聞き

づらいという苦情もきているのは実態でございま

して、これから、今の自立プランの関係もありま

すから、いろんな部分で、またそれはそれで検討

しなければいけないかなと思いますけれども、現

在は財政的な問題がかなり逼迫しているという部

分を考えていきますと、我慢できるものについて

は我慢をしていただいて、その後の対策について

は、今後、検討していきたいというふうに考えて

ございます。 

 もう１つの除雪ドーザーのことでございますけ

れども、確かに、当時９１０と９２０と２台あり

まして、残ったのが９１０。それで１台を確か更

新時のときだったのですね、積寒で。そのときに、

また私は当時、建設課長でして、今のドーザーの

所管維持管理、保管するほうは管財室がありまし

て、管財室で対応をしたと。確かに、おっしゃる

ように私たちも現課のものとしては、やはり町の

ものがあれば使い勝手もいいし、いろんな部分で

良かったのでしょうけれども、当時の利者の判断

では、やはり２台を持ちフル活動するということ

は人件費が膨大にかかるということも含めて、当

時は民間に委託する部分のほうが思考的に強かっ

たということ、長く持っていても維持管理費も大

変だという人件費も含めて、そういうことで判断

したのではないのかなと、こう思っております。 

 ですから、今の部分については、さきほど総務
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課長から説明しましたけれども、かなり老朽化し

て、なかなか思うような形で、１年くらいは騙し

ては使えますけれども、それも１年、１年とやっ

ていても、もう金属疲労が激しいということでご

ざいますので、今計画している部分については、

要するに杉村委員おっしゃったように、バケット

は別に、担当部費の中でバケットを装置すると。

ですから、あくまでもプラウで対応するというこ

とでございますので、ご指摘受けたような形の中

でバケットだけではありませんので、そういう部

分ではこれから対応していきたいと思っておりま

すので、ご理解をいただければと思います。 

○委員長（平野隆雄） 杉村委員。 

○委員（杉村欣一） 今、助役さんの防災無線に

対してはわかるのだけれども、いちばんすぐわか

るのは火事か災害のサイレンならすぐにわかると。

あと喋っていることは、その今話したとおり風に

よって聞こえるところもあるし、聞こえないとこ

ろもあるし、ただ、あのサイレンを鳴らすならど

こにいてもみんな聞こえますよ。喋っていること

はぜんぜん聞き取れないし、出てみればもう終わ

ってしまったりというのが、現在の状況であるわ

け。 

 このタイヤショベルも昔ならバケットも付いて

いて、町道でも本当にバラスとか、そういうやつ

で、よく昔はバラス敷いて道路を直したものなの

ですよ。それでバケットはあったのだが、今はそ

ういう町道もバラス敷くということはないわけ。

ですが、やはり、除雪にこれだけの経費がかかる

のだから、町で１台くらい持って、そうやって細

かいところも今度、町の人たちがそういうふうに

やれば、相当の経費の節減になると私は思います。 

 そういう面で今、これだけの予算から何から、

かなり安いのだから、やはりこういうやつを町で

１台くらい持って、苦情のあったところを除雪す

るような対策をするのがベターではないかと思い

ます。以上でございます。 

○委員長（平野隆雄） 佐藤委員。 

○委員（佐藤多市） 今、除雪の関係で杉村委員

からお話がありましたように、ここに記載された

タイプは私どもが役場で単価を出しているのは、

バケットの大きさ、容積によって単価を出してい

るのですけれども、普通１.１か１.２くらいでい

くらというふうな格好で出ているのですけれども、

このタイプは、どのくらいのバケットを持てるの

かなということが１つ。 

 それから、単価ですね。これは北海道のほうか

ら指定された単価なのか、それともメーカー直接

に交渉した単価なのか、そこら辺を聞きたいなと

思って質問したのですけれども。私、おもちゃみ

たいなものを、今年買ったのですけれども、１.

１くらいのタイプでどのくらいするのですかと聞

いたら、ここに書いた値段よりもずっと安いよう

なことを聞いたものですから、これ補助ばっかり

気にして高いものを買わせられたら、これ差し引

きがあまり利点がないのではないかなという気が

したものですから。正直なところ出して、皆さん

に理解していただければなと思って、今立ったわ

けです。 

 これ、さっき杉村委員が言われたように、ショ

ベルカーを雪だけを相手にしてやるのであれば、

かなり長持ちすると思っているのですよね。だか

ら、今ここに書いた単価で買っても２０年も２５

年ももつようになれば、１年当たりでかなり安い

ものになるのではないのかなと思っているもので

すから、あまり余計なことを言えば業者もあるこ

とですから、いろいろそこら辺も考え合わせなが

ら、良いような方向でやっていければなと思って

おりますけれども、さきほどの単価とかそういう

のはどうなのかちょっとお聞きします。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） ６ページの部分のご

質問だと思いますけれども基本的に、今佐藤委員

からお話があった部分については、そこの６ペー

ジ（ア）の購入時の財源計画に記載をしておりま

す。 

 それで、私がさきほど説明したのは、基本的に

積寒補助がつく部分のＡＢは、やはり指定がなさ

れておりまして、ある程度、容量が大きい形のト

ン数が予定されております。それが１.９立方メー
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トルで結構大きいのです。それと価格がさきほど

話しましたように、佐藤委員から高いのではない

かという話が出ましたが、ここでは表示価格は１,

６６０万円ですがメーカーにも確認しまして、近

隣町の前に購入した状況などを把握しまして、ど

のくらい値引きできるのかと、初めから値引きと

いう話にはならないのですけれども、その部分を

含めますと、ここに値引きの額が（ア）の下から

３つ目に値引きという額が出ております。ちょっ

と小さくて申しわけないのですが、そこで４５５

万円値引きがされておりまして、そこでだいたい

購入できるだろうと。 

 そして、さきほど話したように表示価格から値

引きを差し引いた部分での補助率３分の２を国か

らいただきたいと。それに、なおかつ過疎債を活

用したいということになりまして、単純に単年度

だけで考えますと、ランニングコストが当然出て

くるわけなのですが、この当初予算で見る形にな

りますと一般財源的には、そこの（ア）の一番下

に出ておりますけれども、購入計画での１６５万

円１,０００円の額になるということでございま

す。 

 それと実質、民間の部分ちょっと話がさきほど

の杉村委員の部分にもなりますけれども、基本的

には、これは町道の部分などは民間にやはりお願

いする形、これは継続する形になっております。

基本的には庁舎、それから消防、特に消防の場合

などは救急出動がありますので、毎日、ある程度

降ると確保しないとならない。それから福祉セン

ター、体育館、それから各公共施設部分でスペー

スを確保するために、この町有車輌を現在使って

いる状況がございまして、できるだけ、それも今

いる職員の中で対応すると。バスの運転もありま

すけれども、その調整をしながら現行の職員の中

で対応する形をとりたいということで、この計画

をもし補助がつけば、そういう対応をしていきた

いというふうに考えているところでございます。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 安藤委員。 

○委員（安藤安雄） 私のほうから２ページ、確

認合わせて２ページの防災避難路の確保について

関連してお聞きします。 

 さきほど説明ありましたけれども、私どもも昨

年の４月に課長のほうから避難公園含めたところ

の書類をいただきまして、町内の避難路の避難場

所の確認をしてやりました。北海道でもやったの

ですけれども、福島町としては有志でもって確認

できる範囲で場所に行って確認をした経緯がござ

います。その中で書類の中で、まず１点は３ペー

ジの吉野の鎌田さんの高台ですね、前回書類をい

ただいて確認をしたときは吉田さんの家になって

いたのですけれども、今回、それが変わって鎌田

さんになった経緯をちょっとお聞きしたいのです。 

 それと、さきほど申し上げましたとおり、有志

の方がそれなり地域に入って確認した中で、要望

になりますけれども、岩部のほうなのですけれど

も、町内会の会長さんを含めて町内の方からのお

話をまとめたのですけれども、岩部のコンクリー

ト橋が落下した場合、落下するというより、壊れ

るというより、溢れた場合等も含めてなのですけ

れども、要するに町側はいいのですけれども、山

沿いのほうの方々がそういうことがあった場合、

避難場所に来れないというのです。そういうとこ

ろで高台にある神社がありますよね、その辺の避

難場所に指定してはどうかと、そういう要望もご

ざいました。 

 それと前にもお話があったと思いますけれども、

緊急時には、今岩部小学校の跡地に小さいグラウ

ンドですけれども、そこをヘリポートの対策に万

全に確保をしてもらえないかと、そういう要望的

なこともございました。だいたい、全体的に確認

して歩いた中で、説明の中でもありましたけれど

も、やはり高齢者の方がその避難所に行く場合に、

大変道路というか通路が急だということが、まず

１つありました。それと、今町内会で草刈りなど

そういうものをやっていくと話もありましたけれ

ども、やはり避難する際に足場というのですか、

それがきちんと確保されてなければ、避難する前

に怪我とかいろんな、そういうことで大変なので

はないかと、そういう意見もございました。 
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 それと合わせて、冬分も今の説明の中では大変

な作業になると思いますけれども、これもやはり、

できる限り町内会と連携をとってやっていくとい

うことですけれども、これは大いに冬、夏に限ら

ず災害は起こるわけですから、そういうことを協

力してみんなで応援してやっていかなければなら

ないと思います。 

 そういうことで、今回の書類をいただいて標識

のあるところとないところがやはりあるのですよ

ね。そういうところは、なぜ、そういうふうにし

て区別というのですか、場所的なあれもあるので

しょうけれども、なぜ、そういうふうな標識が立

てられていないのかという質問もございました。

その辺のところをお願いします。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） まず、３ページに出

ております一覧表の部分で吉野地区の１１番のお

話だと思いますけれども、従前は吉田さんの名前

になっておりました。吉田さんが浜側のほうに引

っ越したという形がありまして、その近所の部分

の鎌田さんの名前を入れさせていただいていると

いうことで、そこが変わっております。 

 それと岩部の部分のお話ございまして、基本的

に実際に現地に入った段階で、橋がもし落下した

場合、橋の向かいの人たちがこちらのほうに来れ

なくなると、避難場所が基本的に改善センターの

脇のところから上に上がって行く部分になってい

ますから、来られないという形になっていきます。

当然、そういう状況になれば、今安藤委員から話

しましたように、現地の対応もございますけれど

も、基本的には、もし避難する前に橋が渡れない

状況が生じたとすれば、今の向かい側の場所であ

れば、やはり社のある部分の高いところに避難す

る形になるのかなと、その部分については場所の

設定云々も含めて町内会と今後、協議する場面も

ありますので話をしてみたいというふうに思いま

す。 

 それから、ヘリポートのお話もございましたが、

これも町政懇談会の町政要望の部分にもヘリポー

トのお話が出てきまして、それから町内会連絡担

当職員からの要請の中でも岩部地区から出ており

ます。 

 町のほうでも、もし今の岩部線の部分が崖崩れ

だとかで通れなくなって、対応する際には、当然、

例えば怪我人、病人が出たということのヘリポー

トの部分の確保については、警察のほうも含めて

検討しているのですが、基本的にそうなった場合

には、従前の小中学校の空地については、やはり

ちょっと狭い部分がございます。状況からみると

夏部分であれば、やはり木が陰って降りにくいと

いう部分がございまして、もしそういう状況が発

生すれば、漁港の広場の部分を確保せざるを得な

いのかなということでは協議をしているところで

ございます。当然そういう災害時の対応になりま

したら、そういう部分も対応する形では考えてい

るところでございます。 

 それから、今の高齢者のための避難路はどこの

地区も同じなのですけれども、できるだけ避難路

の足場の確保については、例えば手すりが曲がっ

ていたりすると、今は予算はほとんどつきません

ので職員で行ってコンクリートで足場の部分を固

めたりする対応をしております。 

 ですから、このたびも今の所管事務調査に限ら

ず、春先に全部チェックするのですけれども、そ

の段階でも不備な部分があれば材料を用意してい

って対応している部分もございまして、これから

も町内会と連携してというのはそういうことなの

ですけれども、町内会もお願いして対応できる部

分については、町内会でも協力していただきなが

ら対応していきたいというふうに考えております。 

 それから冬の確保については、安藤委員おっし

ゃるとおり、我々も、もし冬に津波等の災害が想

定された場合には、結構、困難性が出てまいりま

す。基本的には、近場の部分の高いところに避難

するということにはなろうかと思いますけれども、

これも課題で申し上げていますとおり、できれば

町がお金をかけて毎日除雪というのは、なかなか

大変な部分もございますので、町内会とも何とか

入り口の部分だけでも対応できるような形でこれ

からも、海岸部は結構長いものですから、地先の
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部分にある対応の部分については、これからも協

議を続けていきたいというふうに考えております。 

 それと標識の部分については、前にもこれ安藤

委員のほうからもお話がありまして、ある程度、

整備されてきている状況にございます。それで、

はっきり避難路の部分とわかる箇所については、

あらためて今の段階では付けておりません。３ペ

ージにまるがついておりますけれども、避難標識

がこういう形でわかりにくい部分については、で

きるだけ付ける形で、従前整備した部分ございま

すが、今のご意見の部分でまだ足りない部分もあ

るのではないかという意見もあろうかと思います

ので、その部分については手作りの部分含めて、

もし必要な部分があれば、我々のほうでも考えて

いきたいというふうに考えます。 

○委員長（平野隆雄） 安藤委員。 

○委員（安藤安雄） １点ちょっと聞き漏らした

ので１点だけお聞きしますけれども、今一時避難

場所のことなのですけれども、大きな避難先とい

うか避難場所がありますよね、学校とかなどを含

めて。そういうところが災害にあった場合の、全

国的にも言われていますけれども、災害というか

避難した方が１週間なり三日なりいた場合の備蓄

的な食糧含めて、水とか毛布とか、そういうもの

がどの程度、町として確保されているか、それも

しわかりましたらお願いします。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） 備蓄の部分について

は、基本的に毛布は若干ございます。本当の若干

です。前に鏡山公園の部分で一時避難しましたけ

れども、あの時も用意をしていまして、２０、３

０の部分ではございますが、相当な大量の用意が

必要という形になれば今の段階では、それまでの

ストックはしておりません。 

 ただ、これも先般も共同事務推進会議と言いま

して、今４町で共同で対応できる項目がないのか

という話をしているときに、この備蓄も１町だけ

で対応、災害が全部の町村で起きるとどうにもな

らないのですけれども、その部分で協力して対応

できる項目がないのかという話が出まして、この

備蓄の話も出ております。ですから、単町だけで

用意するとなれば相当な経費もかかりますし、そ

の部分についてはこれから共同で対応できる項目

として各町でちょっとずつでも用意して、何かあ

った場合にはその町村が使うという形も考えなけ

ればなというふうには思っております。その部分

では、相当何百人も、もし避難した場合に対応で

きる数は残念ながら現在のところは確保はしてお

りません。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 滝川委員。 

○委員（滝川明子） ９ページの高齢者の生活実

態アンケート調査結果について、実態を調査して

いただいたというのは、大変良い点だというふう

に思っております。 

 災害のときに、やはり災害弱者と言われている

方についての対策をどうもつかが重要だと思うの

ですけれども、公的機関と地域住民が連携して、

どう進めるかということが課題になっていると思

うのですが、具体的にはどのようなことで対策を

進めようとしているのでしょうか。何かございま

したら。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） アンケートの部分で、

基本的に高齢者の世帯の部分、これはアンケート

の中身については独居の老人もありますし、老人

２人世帯もありますし、家族で一緒に７０歳以上

の高齢者がいるという世帯もあろうかと思います。

その中で、当然今のアンケートの中では自分で避

難、１人で、例えば家族がいない場合に出かけて

いたりしている場合もございますでしょうし、避

難できる形にできるということに不安がある部分

も含めますと７０パーセントくらいになるのです

けれども、避難できないという数がこの一番下で

も２３パーセントくらいございます。 

 これは完全に避難できないというのは寝たきり

の部分もあるでしょうし、家族介護を受けている

方もいらっしゃるでしょうけれども、そこの把握

はこのアンケートだけでは把握できませんけれど

も、当然、その部分で何かあった場合には、やは
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り我々日頃から考えているのは、前にも言ったこ

とがあるかもしれませんけれども、淡路の大震災

の際に隣近所がある程度寝ている場所も隣の人で

あれば家族がわかって、その部分で対応するとい

う形を、これは町内会連合会の役員会の中でも話

が出ていまして、できればそういうグループの形

にはならないのかもしれませんけれども、隣組み

たいな形で、何世帯か集まった形の助け合いの組

織ができないだろうかという話もしております。 

 これは、そういう災害があるから、ないからと

いうことではなく、その部分の意識付けについて

は、いろんな場面でお話しているわけですけれど

も、これからも、もし何かあるという形になると

やはり職員が、それから消防がいろんな部分が行

く事前に隣近所の部分の相互扶助といいますか、

その部分で対応しないと難しい部分がございます。 

 特に非常時の部分については、１件ずつ回る形

には、なかなかならないでしょうから、その部分

についての意識付けも含めて、そのアンケートの

中で防災の避難箇所もまだよく把握していないと

いうアンケート結果も出ていますので、我々が考

えておりますのは、そういう場所のお知らせをあ

らためてやるのと含めて、そういう形での呼びか

けをしていきたいと、現時点ではそういうふうに

考えております。 

○委員長（平野隆雄） 滝川委員。 

○委員（滝川明子） 課長がおっしゃったことを

私も日頃考えておりまして、住民との協働のまち

づくりを進めるという点での災害時、万が一とい

うときに、いざというときに役立つような日常の

体制作り、みんなは思いはそれぞれもっていると

思うのですよ。だから、体制をどう作るかという

ことが大事かと思うのですね。皆さんの心を傷め

た事件というのはありますよね、亡くなって相当

知らないで期間が経っていたということがありま

すよね。具合が悪くて倒れた独居の方を間に合っ

て助けたという例もあったようですけれども、や

はりなんというのでしょう、地域で違うと思うの

ですが、丸山住宅みたいなところは特に注意が必

要かと思いますけれども。 

 今、全体的に２３パーセントとおっしゃった、

１人暮らしでやはり何かと普段でも地域、近所の

方たちが気をつけなければならない家というのを

福祉委員の方や町内会の役員の方、班長さんなど

も適時いらっしゃるでしょうし、地域の職員さん

のそういった方たちのお力なども借りて、協議を

する場なども持ちながら、体制、何ていうのでし

ょうね、こういったボランティアというのはやり

過ぎても干渉になったりとかということも私もボ

ランティアに参加していて、大変微妙なものなの

ですけれども、でも電気が夜に付くか付かないか、

あるいは人の出入りなどは本当に隣近所であれば

よく見えますし、でも隣近所のない家、車で交通

面でいったら死角になるような、そういうよく見

えない家というのも場合によってはありますよね。

丸山住宅のように、空いているところが多ければ

本当に近いけれども、ずっと孤島にいるような状

況になったりとかという部分もあるのではないの

かなと思うのですけれども。 

 やはりお葬式だけではない、地域の日常のそう

いった協働のリーダーシップを役場でとる必要が

あるのではないのだろうか。呼びかけにはボラン

ティアをいろんなところで町内会連合会などが中

心になるのかもしれませんけれども、気持ちはみ

んなあると思いますので。高齢化率も進み、独居

世帯も増えるという状況の中では、非常に大事な

問題ではないかと思いますので、どうぞお願いし

たいという要望も含めて、お考えを町長、いかが

でしょうか。 

○委員長（平野隆雄） 村田町長。 

○町長（村田駿） いろんなご質問に対して、今

総務課長のほうから具体的にご答弁申し上げてお

りますけれども、やはり町内の実情、例えば掌握

した中においても、古くからいる人の集落と、今

の滝川委員おっしゃっているような丸山団地とか

新栄町、この集落とはやはり同じ町内会を形成し

ておりますけれども、隣近所とのお付き合いとか、

そういうことというのは、やはりだいぶ差がござ

います。 

 ですから、古くから高齢者のいる町内会では、
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あれ、あそこの婆さんこの頃見えないとか。温泉

に行くときに声をかけましょうとか。そういうこ

とというのは日常行われているのですが、今委員

おっしゃるとおり、やはり丸団とかそういう地域

においては、そういう部分が欠けていると思いま

す。 

 防災計画もそうですけれども、総体的には、地

域の自治会なり町内会が中心になったのですよね。

まず、そういう行動をとったり組織することは詰

めていかないとならないなということは、これ早

急に手掛けないことかと思ってございます。また、

合わせて各福祉委員の皆さんにも独居老人等、あ

るいは高齢者世帯等については、例えば見回りだ

とか、そういうこともお願いしている反面、郵便

局の外務員の方々にも町と郵便局長と協定書を結

んで道路の関係と、そして今の言う高齢者等の郵

便物なり、新聞が滞っている等については連絡を

くださいとか、そういうことも今はしているわけ

ですが、いずれにしても、やはりそういうような

地域で隣近所の方に、中にはありがた迷惑という、

そういう方もいないとも限りませんが、やはりそ

ういう中で目を向けていくことがこれからの私ど

も福島町における、大事な原点ではないのかなと

思ってございます。 

 いずれにしても、今日も今委員会でそういうお

話がされているわけでございまして、私どもにす

ると町内会、あるいは町内会担当職員も含めて、

そういうようなことについての組織図と言えばあ

れですけれども、各町内会の組織体制については

整備していかないとない、あるいはまた津波とか、

そういう警報、避難命令が出たときに町の職員が

いかに、その町内会に配置されても海岸線を車で

安易に走ることはできません。そうすると、やは

り隣に歩けない人がいると隣の人が、例えば戸板

に乗せて連れて行くとか、それくらいの各町内会

での防災体制ということも、これから必要になっ

ていくし、そうあるべきではないのかなと思って

ございます。 

 いずれにしても、今日、今いろんな意見出され

ておりますので私どもにすると、委員おっしゃる

とおり、確かに冠婚葬祭のお手伝い、これはもう

当たり前のことですが、そういうような高齢化社

会に向けた福島町の実情の中で課題となっている

高齢者、独居を含めて、防災も含めて、また日常

の福祉も含めて総体的な各町内会ごとの体制は、

ぜひ、早い機会に取りまとめし、安心して生活で

きるような体制作りが急務かと思っておりますの

で、そういう方向で積極的に取り組まさせていた

だきたいと思っています。 

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時５５分） 

    （再開 午前１１時１０分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ほかに。 

 溝部委員。 

○委員（溝部幸基） それでは、何点かお伺いし

たいと思います。９ページに高齢者の生活実態ア

ンケート調査が出ていますが、ご存じのように人

口減少をしているのですが、高齢者の比率という

のは高くなっていると。６５歳以上が確か３１.

５パーセントですか、７５歳以上で１５パーセン

トを超えると、そこの部分は人口は減りながらも

高齢者のウエートが大きくなっているということ

ですね。このアンケートに出ていますように、や

はり相当、特に災害等が起きた場合に不安を持っ

ているということは、確かにこのアンケート調査

に出ているのですよ。これは１００パーセントで

はないのでしょうけれども実態は間違いなく、そ

ういう状況がどんどん広まっていくことは間違い

ないのだと思うのですね。 

 そういったことの中で、特に地域的にはどうし

ても地震による津波ということがいちばんなのか

なと。ほかの災害もあるのですが、当面、相当、

危険な部分である程度、町のほうも含めてきちん

と対応をしておかなければというのは、やはりな

んといっても海岸線に位置するこの町の状況とす

れば、やはり津波対策だというふうに思うのです
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ね。昭和５８年ですか、日本海中部地震の関係、

それから平成５年に北海道の南西沖と、それから

はもう１０年以上経過したのですが、今のところ

は大きな地震、津波というのはないのですけれど

も、大変いつやってくるかは予測もつかない。や

はりなんといっても、こういった対策は最悪の状

況を前提、想定して、その対策、計画を組み立て

ておくということが大事なのだと思うのですね。 

 町のほうも治山事業含めまして、海岸沿いの部

分の避難路の整備を年々やってきているのですが、

やはり、なんといっても避難路のための施設とい

うことが前提でないわけで、特に冬場の部分につ

いての心配は大きく出ています。今年は特に大雪

ということもこともありまして、避難路の階段そ

のものの除雪もそうなのですが、その上がって行

った場合の避難箇所そのものですね、上部の畑に

なるのか、雑種地になるのか、山林になるのか、

それはわからないのですが、そういった部分まで

果たして今回の豪雪の状況の中で避難箇所の部分

の把握をされているのかどうか。そういうものを

考えますと、高齢化した部分の中での対応という

のは非常に難しさを感じると思うのですが。 

 そういった中で、まず１点目が防災無線の関係

ですが、これはさきほど助役が話したように、ス

タートの部分では室内でも充分対応できるのだと

いうことのスタートだったのですが、いざスター

トしてみるとスタートの段階で心配したように、

通常の状況の中での建物そのものの密閉度といい

ますか、機密性といいますか、そういうものがど

んどん良くなってきているということもあるので

しょうけれども、なかなか広報の内容が伝わらな

いと。それ以上に心配するのは、さきほど言いま

したように最悪の状況ということは、雨が降った

り風が吹いたり、そういう状況になるとまったく

聞こえないという状況、現況だと思うのですね。 

 そこで、それをカバーするためにどうするかと

いうことなのだと思うのですよ。広報車の問題も

あるでしょうけれども、それ、とてもどうなのか

と、１つは広報車の体制そのものがどうなのかと

いうことだと思うのですが、それもなかなか難し

いと、やはり財政状況困難な中、今の段階で個別

の防災無線に切り換えるということもままならな

いわけですから、そういった状況の中で、最悪の

状況の段階も行政側の対応、これは消防、あるい

は警察含めた関連機関との調整も含めて、そうい

うものも対応するということになっているのか、

その辺をまず１点目はお伺いしたいというふうに

思います。 

 それから、さきほど安藤委員からの質問の部分

で救援物資、あるいは資材の備蓄の状況というこ

と、万度満足するような状況でないという話なの

ですが、やはり備蓄の物資、あるいは資材をどの

箇所に、どんな物資をどの程度、量的なものです

ね、保管されているかということを常に把握して、

その護身含めて、状況というものを掴んでおかな

ければ、いざというときに、あれも足りない、こ

れも足りないなどということにはならないのだと

思いますね。 

 特に、緊急の際の食糧、医療関係の部分含めて、

ある程度のものを確保するとして、その箇所、あ

るいは物資の内容、量的なものがどうかというこ

とがいちばん大事なことだと思います。それを把

握したうえで今後、その不足分をどうするのか、

それでは足りないとか、多いとか、こういう種類

のものをもっと備蓄すべきだとか、そういう議論

だというふうに思うのですけれども、現時点で備

蓄されている現況をどう捉えているか、その内容

を教えていただきたいというふうに思います。 

 それから防災避難路の標識の問題なのですが、

１つは、わかりやすいところは標識を立てていな

いということなのですけれども、さきほど言って

いるように最悪の状況の中でということを考える

と、日頃から、ここは避難箇所なのですよと、そ

ういう意識を住民の中に周知するという意味から

すると、今現在、立っていない場所も、例えばグ

ラウンドであろうが、通常考えると当たり前みた

いなところだろうが、ここは避難箇所なのですよ

と、避難路なのですよということを意識付けるた

めには、やはりきちんと日頃から標識を立てるべ

きだというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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 それと合わせて、この指定なしの箇所、７箇所

あるのですがここの部分については、たぶんその

必要があるからということの中で追加の形なので

しょうけれども、この避難路としての追加、追加

してと言いますか、この辺もたぶん町側なのでし

ょうけれども、果たして地域の住民がどのくらい

周知されているのか。不安になるわけですから、

もし必要性があるのなら速やかにこれを追加して、

避難路とすると。これ平成１２年にできて、もう

すでに５年以上経過しているわけですから、その

当時の状況とは結構、変わってくるのだというふ

うに思うのです。ですから、その辺は速やかに変

えて、それを追加、補てんしていく作業も必要だ

というふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、豪雪の対策、これは前にも除排雪の

予算の関係で議論があった際にもお話をしたので

すが、たぶん異常気象の状況からすると日本海側

の海流の水温そのものが異常に高くなっていると

いう状況が大きく要因するだろうということから

すると、そこの部分が大きく好転すると言います

か、雪が極端に少なくなるというのは、なかなか

今の状況の中では予測が逆にしづらいような状況

ではないかなと思うのですよ。仮にそうであった

としても、今年のような状況があるとすれば、や

はり最悪の状況ということである程度、今年のよ

うな雪が降るという想定の中でいろいろと対策を

打っていくのだと思うのですね。 

 私は、自分の地域を含めて、ほかのほうの地域

の話を聞いても、今年の冬ほど各地区の住民の皆

さんがみずから除雪、排雪に一生懸命取り組んだ

というのは過去にはしばらくなかったのかなと。

相当昔はあったのでしょうけれども、だんだん町

なり道なり国道なりということで、町がやるのが

当たり前だみたいな感じが出てきたのですけれど

も、屋根の雪も道路に出したり、脇にある雪も出

したりということ、ひどい状況もあったのですけ

れども、今年は何かその部分ではやれる部分は、

何とか自分たちでやるみたいな兆しができてきた

のではないのかなと思うのですね。 

 ただ、これは地区によっては状況が非常に異な

る部分があるのだと思うのですね。融雪溝が家の

前にある箇所、あるいは融雪溝に変わるような排

水口があったり、家の裏に下水なり河川があると

いうところと、袋小路のような箇所でまったく排

雪する箇所がなくて、特に高齢化している部分の

中では非常に除雪はともかく、排雪までは難しい

みたいな地区も結構あるのだと思うのですよ。そ

こで、これ地区ごとにそういった状況で違うのだ

ろうと思うのです。 

 それで、これは私が確認したわけではないので

すけれども、聞くところによると１５センチメー

トルという積雪量の部分の対応が変わった部分も

ありまして、なかなか町のほうにも今までのよう

に排雪をしてくれ、除雪をしてくれという電話を

かけづらいということで、グッと我慢して自分た

ちで頑張っていると。けれども、よそのほうには

ブルドーザーが出ているというのは何かおかしい

のではないかという話をしたり、そういうことも

聞くわけです。ということで、今回のような事例

の中でそれぞれ個々の住民がやらなければならな

いこと、それから地区として取り組まなければな

らないこと、そのうえで行政側がどう対応するの

かという役割分担みたいのをこういった機会に見

直し、総点検すべきだと思うのですね。 

 ですから、私はできれば今回の冬期間の豪雪対

応の部分に絞って各町内会の皆さんと担当課と、

これは担当課ということになると通学路を含めて

教育委員会とか、そういうものも入れて豪雪に対

応した今年の状況はどうだったのか、今後、来年

度以降の対応についてお互いの役割分担でどうな

のか、相互理解、地域の実情もそれぞれが理解を

したうえで、この地区はここまで個人でやってい

ただく、地区でここまで、町のほうではこのくら

いからは対応しますみたいな話し合いをする場を

設けて、そういう方向性を出すべきだというふう

に思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、６ページの除雪車輌の取り替え、対

応年数も過ぎていますし、それと積寒地域の補助

の対応もできるということで経費そのものといろ

んな背景を考えると、取り替える機会かなという
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ふうに思うのですが、ただ、こういった民間のリ

ース、あるいは委託と比較した場合にどうしても

人件費の考え方も入ってこないというのが１つあ

るのです。今、職員がいるからということなので

すが、例えばこれ１２年間で起債の返還の部分の

中でみていますけれども、極端にいって１０年後、

１２年後の職員体制としてどうなのかということ

も１つあるのではないかというふうに思いますし、

そういった部分も含めて、総合的な機構、人的体

制も含めて民間に委託するのがどうなのか、これ

は１つは町内の民間の雇用含めて、どうしても新

たに発生するという部分で考えるとマイナス要素

なのかもしれないですけれども、新たな企業、新

たな働き場ということからすれば本当は１つの考

え方になってくるのではないのかなというふうに

思いますので、その辺の検討をされたかどうか、

お聞かせいただきたいということ。 

 細かい部分で何点か聞きますが、購入時の財源

計画の部分の諸費用の１２５万円になっています

が、これは運賃、バケットほかとなっているので

すが、通常はこれタイヤドーザーを買った場合に

バケットというのは標準装備ということの考え方

にならないのか。それと運賃は、どのくらいかか

るものなのか、ちょっと初めて買うわけですから、

それらも含めて最終的には値引きということにな

るのかもしれないですけれども、あらためて運賃

というのはどうなのかなという気もしますので、

この積算内容をちょっと教えていただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、比較の部分でのリースの関係なので

すが、ここで５年リースで計算して、その単年度

で出た数字を１２年でかけてやっているのですが、

通常は、リースの場合はスタートは新しいもので

すよね、ですけれども５年間リース期間を経過し

た後は中古の対応の中で、だいたいリースは３年

か５年で対応しているのが多いのですけれども、

例えば、５年なり３年リース期間を終了すると、

例えば１カ月分とか２カ月分で１年分のリース料

とすると、機械の状況を見て対応するということ

なのですが、これを見ますと１２年間１７０万円

で全部同じ対応ということなので、そこまで想定

しているのか、また違ったリースの考え、それで

あれば１２年リースということになるのではない

のかなと思うのですが、その辺をちょっと聞かせ

ていただきたいというふうに思います。 

 それともう１点は、今度は結構、タイヤドーザ

ーの付属品の実用にあったもの、効率よくという

ことで考えて汎用プラウですか、考えているので

すが、現在、直接町が除雪をしている範囲と範囲

的には変わらないのかどうなのか。それの部分と、

今年度やった場合の、特に消防などの場合は緊急

性があるということもありますし、それともう１

つは、学校関係の施設とかそういうものは通学時

間の部分の問題とかありますので、その辺は今回

の付属設備を充実するということの中で、どう変

わっていくのか。現実に今年の冬の場合にそうい

った支障が出たケースがあるのかどうか、そうい

ったものがもし把握できていれば教えていただき

たいと思います。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） 全体の町道の除雪の

部分につきましては、建設課長のほうから説明さ

せていただきますが、うちのほうでは把握できる

部分の内容につきまして相当の件数ありますけれ

ども、漏れていたらまたあとでご指摘をいただき

たいと思います。 

 まず、避難路の部分の関係で要するに避難路の

部分の確保はもちろんのことですけれども、避難

場所の冬、夏を含めての把握というお話が前段で

ございました。基本的には、委員から話がありま

したように、避難場所の設定の部分についてはで

きるだけ高台の現在、雑種地、原野になっている

部分もございますし、例えばメモリアルパークみ

たいに公園的な形で周辺の住民が避難する場所も

ございますけれども、基本的には現況のままであ

る程度対応するというのが形になっております。

ですから、例えば草が普段使わない畑に近い部分

であれば草刈りをするという形までは現在は、至

っておりません。ただ、基本的な形とすれば、あ

る程度の場所については登ると、とりあえずは人
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が立って津波の対応ができる形の部分の把握の形

によりなっておりません。 

 それと次に防災無線の関係ですけれども、気象

条件によって聞こえないと、カバーするための手

法を考えているかというお話ございました。基本

的に聞こえない部分については、やはり室内、屋

外の部分を含めても、なかなか例えば雨の日、そ

れから風の日もございますけれども、やはり自分

も大雨のときや、それから風が台風が近づいた部

分では町内を回って歩きますけれども、その段階

でちょっと離れると聞こえにくいという部分がご

ざいます。 

 これは実際、住民からの指摘を受けている部分

ございますが、それをカバーリングするためには、

今手法として取っておりますのは、確かに聞こえ

やすい言葉で喋るのはもちろんなのですけれども、

その地域によってハウリングが起きる部分、１つ

施設を飛ばして１箇所、ＡＣやったらＢＤの拡声

器を使うとかという形で、場所によってはあまり

近くにあって逆に聞こえにくい、ちょっと離れる

と聞こえやすいという場面ありますので、そうい

う手法もとっております。 

 ただ、本当に災害が起きるという形になります

と、声の部分はそうですけれども、さきほど杉村

委員から話がありましたようにサイレンの吹鳴の

形になります。その部分では当然、そういう形の

中で災害時の周知をして、そしてなおかつ消防、

さきほど話しがありましたように関係機関の連携

は当然、台風のときなどもそうですし、大雨のと

きもそうですけれども、そういう緊急情報が入り

ますと、そこら辺、連携をとって町内の見回りを

したり、ときによっては消防のほうに回って、音

声で知らせていただくという手法をとっておりま

す。ですから、これの部分については特に今後の

対応についても進めていきたいというふうに考え

ます。 

 それから、資材の備蓄の関係でございますけれ

ども、さきほどお話しましたように基本的には、

災害があった場合の土のうの関係の袋だとか、そ

れから控え部分、例えば崩れてジャッキを持ち上

げなければならない部分の対応だとかは消防にス

トックをしております。ただ、これもある程度、

何かあった場合に相当数の砂袋を作るための土も

砂もそうですし、袋の部分についても確保はして

ありますが、そのほかの部分については毛布含め

てまして、それから食糧、医薬品というお話があ

りましたけれども、食糧、医薬品の部分について

は確保はしておりません。 

 ただ、この部分については、もしそういう想定、

災害がなされれば当然、あらためて今の状況の中

では年数が経って、例えば処分をしなければなら

ないものを日頃からストックしておくという体制

はなかなかとれませんので、その部分については

前の段階でもそうでしたけれども、食糧の部分も

町内の商店の部分から確保をしたり対応している

状況がございますので、その部分については、さ

きほど話したように緊急時の対応については、現

時点では食糧、医療の部分については、そういう

対応をとらざるを得ないのかなという気がしてお

ります。 

 それから、備品の把握の部分につきましては、

今話したように現在、町のほうで持っている部分

については、毛布の部分、２０数枚の部分になり

ますけれども、一応それと何かあった場合に基本

的に総務グループ含めて災害対応する形の中で、

足りなければ集約するという連携をとっていると

ころでもございます。ただ、この部分については

できるだけ予算の部分の状況を合わせて、これか

らも逐次、用意はしていかなければならないのか

なという気はしております。 

 それから、次に避難路の標識のお話ございまし

たけれども、日頃から避難場所をわかっているけ

れども場所を明示しておくべきではないかと、例

えばグラウンドであろうが、その部分にここは避

難場所だよという部分の考え方、お示しありまし

た。基本的には我々のほうでもさきほどお話しま

したように、考え方とすればわかりにくい避難路

の登って行く場所だとかは国道沿いにも設置して

ありますけれども、あらためて、例えば吉岡小中

学校グラウンドに立てたり、それからメモリアル
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パークに立てたりする形態はとっておりませんで

した。今のお話を聞きますと、日頃からの感覚を

含めまして、ここだったのだなと、例えば散歩す

る段階でも認識していただくためには、そういう

手法も必要なのかなという気はしますけれども、

この部分もなかなか予算化の部分もありますけれ

ども手作りの部分含めて、整理は１つずつでも検

討していきたいというふうに考えます。 

 それから、７箇所の追加の部分ございました。

７箇所ばかりではなくて、これには載っていなか

ったかもしれませんが、法界寺さんの上の部分に

も避難する場合にも、あそこは結構高いですから

そこまで避難する形になるのかどうかあれですけ

れども、あそこにも連絡用通路はできていまいし

た。結構、傾斜も緩やかで登って行く形態にはな

っておりますが、そこら辺も含めて、この部分に

ついては防災計画、溝部委員から話あったように

平成１２年に改定しまして、そのあと逐次、内部

では整理はしておりますけれども、あらためて印

刷する形はとっておりませんでした。 

 それで去年、グループ制をとりまして課の名称

なども変わっておりまして、その部分も合わせて

整理はしております。ですから、今お話あった、

この７件の部分についても、避難路という形の整

理を町のほうでは当然、やはり地域の要望を含め

て整備した経緯もございますので、その部分も包

含した中で避難の部分に入る箇所については対応、

整理していきたいというふうに考えます。 

 それから、豪雪の部分の異常気象云々のご意見

はございましたけれども、基本的に除雪の部分の

話については、町内の対応、住民の対応、それか

ら町の対応、学校の通学路の部分含めての教育委

員会交えた除雪に対応する協議の場の部分につい

ては、このあと建設課長のほうからも説明してい

ただきたいと思います。 

 それと、町の除雪車輌の考え方、基本的にこの

リースの部分、それから委託の部分含めてご意見

ありましたように、人件費は当然入ってまいりま

せん。リースは入っていますね。委託の部分では

入ってまいりません。町でやる場合については当

然、これには金額積上げしておりませんけれども、

町の職員が使う形になりますので人件費は入って

まいります。 

 それで溝部委員からお話あったように、１０年

後、１２年後という状況を考えますと現在の職員

の運転手２名おりますけれども、ちょうど一番年

のいっている職員でも、切れている部分の経過が

ございます。もう１人の運転手の部分については、

まだ在籍の形になりますけれども、現在のわが町

の場合の除雪の対応を考えますと、今車輌の運転

手という形の中で通常の業務、特に最近は温泉の

バスを含めて、できるだけ町のバスを活用しよう

と、町内会だとかの一応活用もありますけれども、

冬の場合はそういう部分が少なくなりますので、

温泉バスの活用含めて運転手も結構、日常の月曜

日から金曜日までのスケジュールを見ますと相当

入ってきます。ですが、その合間を縫った中でで

きるだけ、朝、早朝での部分含めまして早出の部

分含めて対応している状況ございますが、今の福

祉バスを持っている状況を考えますと、これが例

えば運転手の任用期限が切れた段階であらためて

民間に委託する形になるのかという形になると、

なかなかその部分についても町が今のような形態

の中で福祉バス含めて、町のバス対応を活用して

くという形になりますと、なかなかそこら辺で整

理するというのが難しい状況も出てくると思いま

す。ただ、その場合は臨時職員の任用になるのか、

一部外部に委託する形になるのかは別にして、そ

の職員にやはり通常の業務と合わせて除雪の対応

もしていただくと。これは１２年過ぎたあとのそ

ういう形がもし購入すれば必要になってくると思

います。 

 ですから、基本的にはそういう現状の体制の中

で除雪の車輌運行もしてまいりたいと、そういう

形になりますとある程度、そのランニングコスト

的にもさきほどお話した経過の部分が整理できる

形になるというふうに考えております。 

 それで運賃の部分お話ございましたし、それか

らその他の経費の部分でお話ありましたけれども、

まず運賃の部分の考え方については、諸費用とい
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う形の中に運賃とバケットほかという形で書いて

おります。基本的には、今溝部委員からお話あっ

たように運賃の部分などは、全体の幹の部分にも

入ってきますけれども、この表示価格の整理の中

では、その運賃の部分については、札幌、函館経

由した中で持ってくる形で４０万円、一応この中

では見積りを出しております。ですから、その全

体を含めて値引きの整理になるのですけれども、

そういう見積りを現在ではとっております。 

 それと、この１.９立方平方メートルの除雪の対

応の車輌の形態については、基本的にアングリン

プラウの形が基本です。通常のアングリンプラウ

の形にとるか、それから、さらに除雪の拡大がと

れる汎用プラウをとるのか、その部分の選びはで

きますけれども、バケットは別費用で購入すると

いう形でその諸費用も計上しているところでござ

います。ちなみにバケットの、要するに引っ掛け

て付ける形になるのですけれども、それの部分の

購入で６５万円を予定していると、それがこの諸

費用の中に含まれている内容でございます。その

ほかに、いろいろタコグラフだとか、名の付く部

分がございますけれども、それが諸費用の中に入

っているという形でご理解いただきたい。 

 それとリースの考え方、この部分については溝

部委員からも指摘ありましたように、基本的には

５年リースであると、５年の部分だけの考え方、

例えば１７０万円であれば１７０万円かける、と

りあえず５年というのが通常のリースです。そし

て、それをもうちょっと単価を少なくして購入す

るか、それとも残りの部分を通常購入よりは高く

なりますけれども、買い取りするかという手法に

なりますけれども、たまたま今回は比較を出すた

めに実際の部分でいくと、もうちょっと高くなる

かもしれませんけれども、基本的に１７０万円を

１２年かけた算定だけにしました。ですから考え

方については、溝部委員の部分でお話あったよう

に５年過ぎると継続してまた買っていくのか、購

入するのかという手法は分かれてくるとは思いま

す。だた、単に比較するためにたまたま５年間の

部分の整理をさせていただいたのがその数値でご

ざいます。 

 それから、範囲の部分ございました。要するに

除雪範囲のお話だと思いますけれども、基本的に

範囲の部分については今年の、さきほど溝部委員

お話あったように、日本海側の海水温が相当高く

なっているという状況で今後も委員のお考えでは、

これから以降も豪雪の状況は続くのではないかと

いうお話ございましたけれども、そういう最悪の

想定を考えますと、基本的に今年の冬の状況では

ほとんど職員、うちの車輌担当ばかりではなく、

総務グループ全体の部分で集めたり、除けたりす

る部分も手伝いながら対応していますけれども、

ほとんど空きがないような状況がありました。 

 ですから、消防の部分については消防のほうで

車輌を借りていって、うちの空いている段階で一

日に２時間なり３時間、早めの時間に整理したり

して返してよこして対応するという形態をとって

おりますけれども、今年のような冬の状況がもし

また発生する場合には、今より広げるというのは

なかなか困難なのかなという気はしております。

ですから、汎用プラウを用いることによって若干

時間的にも、それから短縮、要するに集約するの

が簡単になるでしょうから短縮する部分はござい

ますけれども、なおかつ現在、委託している部分

を含めて、そちらのほうに振分けるというのは全

体の中では民間に委託している部分については、

民間でお願いするという形態は残っていくのかな

と。 

 ただ、基本的に、特に福祉センターの集会施設

の部分、それからトンネル記念館前の脇のところ

だとか、それから体育館の部分、駐車確保する場

所のために、そこら辺の部分については、これま

で以上に対応は可能なのかなという考え方ではい

るところでございます。もし漏れていたらお願い

したいと思います。 

○委員長（平野隆雄） 新山建設課長。 

○建設課長（新山佳隆） 異常気象によって降雪

量が多くなっていくだろうということで、１８年

の今年の冬の大雪については、今後、これからも

増えていくだろうということで行政の対策はとい
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うことなのですけれども、今年の雪については町

内会には町内会総会になる前に各地区担当員が除

雪に対しての理解とご協力ということで、各町内

会で説明とお願いをしてございました。それには、

路上駐車とか極力少なくして除雪を早くできるよ

うな体制を作ってほしいというお願いをしました。 

 それで、今回の雪に対してはいろいろ苦情があ

りまして、除雪する時間が遅い、それから早いと

か、それから車庫の前に雪を置いていくとか、あ

と交差点等に雪山を作らないでほしいとか、いろ

んな苦情が出ましたけれども、それらを踏まえて

１８年度の除雪対策については一歩早くしまして、

町内会担当者とそれから町内会の方々とのお話を

もちながら、何と言うのでしょうか、幹線の道路

であればある程度、大型のドーザーでも行けるの

ですけれども、吉野とか豊浜とか小さいところに

ついては、小さいそういうドーザーなりが適当な

ものがあればいいのですけれども、なかなか、な

いものですからどうしても時間が早くなったり遅

くなったりするという現況を踏まえまして、今年

度については、それらを含めていろいろ町内会、

教育委員会を含めた話し合いをしていきたいと思

っております。 

○委員長（平野隆雄） 溝部委員。 

○委員（溝部幸基） 避難箇所の部分、特に海岸

線の部分なのですが、避難箇所そのものを草刈り

したり、そういうことまでは想定していないとい

うことなのですけれども、今回、冬場にその１箇

所でも状況がどうなっているのか見た箇所がある

のかどうなのか、もし見ているとすれば、その状

況が現実、段階だけ除雪して、その上に上がって、

特に高齢者の部分を含めて上がっていけるような

状態なのかどうなのか心配するのですね。その状

況をちょっとお知らせ願いたいというふうに思い

ます。 

 それから、建設課長のほうで各町内会に冬にな

る前にそのような話をしたり何かというのは、こ

れは例年やっていることなので、私が言っている

のは特に今回のような形で住民自体が自分たちで

やらなければならないことはやりましょうという

気運が起きている状況の中で、やはり内容がよく

わからないで、うちのほうは除雪車入らないけれ

ども、何かあそこに行ったら入っていますよとい

う話があるのですよ。それが不満になるのですよ。

我々は、一生懸命やっているのに何なんだという

話になりますので、さきほど言いましたように地

域での実情が実態というのは、なかなか皆さん全

地域が共通ということではないわけですから、全

体を集めまして、その辺を共通理解すると。そう

しておくと、仮に１箇所特殊事情のところにブル

ドーザーが出ても、あそこはああいう事情だから、

特に前にも話しが出ました、例えば豊浜の国道沿

いの部分ですよね、宮歌から繋がる、あの辺など

はまったく投げる箇所がないわけですから、あの

辺の状況などは見て話をすれば、よくわかるので

はないかなというふうに思うのですね。 

 そういう部分は何箇所もいろんな違った状況が

あるわけですから、全体の中でそういう今年の状

況に対する町内会のそれぞれの考え方、こうして

欲しいとか、これまでは自分たちでできるのでは

ないだろうかとかという話があるのだと思います

ので、それを１回まとめて全体の中で話をするこ

とによって、共通理解ができるのではないかとい

う話ですので、これはぜひ、そういう方向で検討

していただきたいというふうに思います。 

 それから、防災計画そのものが平成１２年にで

きました。それで状況が変わってきていますので、

総務課長のほうで適宜調整をしているということ

で、それはそれで進めていただくのですが、この

平成１２年に作った段階で各戸にパンフレットを

配布したのですね。もうこれ相当、年数が経って

いますので、あのときは結構大きなもので予算も

相当かけて作っているのだと、そこまではいらな

いとしても、今の言っていました避難路の関係、

あるいは町の組織外とか、そういうものを含めて

見直す部分を整理をして、できれば１年に１回く

らいずつ各戸に、特にその地域に強調しないとな

らない部分は設定をするなり、工夫をして配付を

すべきではないか。もう５年以上も経っています

ので、たぶん私自身の、どこかには入っているの
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でしょうけれども、いざというときにしばらく、

そういうものを見ていないという状況なので、避

難袋と一緒にそういったものも、こういった機会

に点検をするように指導していただければなとい

うふうに思いますのでお願いします。 

 それから防災無線等も含めて、なかなか周知が

難しいということの部分で、さきほど総務課長が

阪神淡路の淡路島の北淡町というのですかね、北

の淡路島の、よく私も何度か議会でも話をさせて

もらったのですが、そこの部分は消防団が、特に

高齢者の家族の状況といいますか、高齢者の寝た

きりの人はこの部屋にいるとか、そういうものが

全部把握されて、それで避難がすぐに行って死亡

者が１人も出なかったという、そういった報道が

されていました。 

 それから、前にもこれも議会で話したこともあ

るというふうに思うのですが、広域事務組合の中

で視察しました、南魚沼郡の場合、火災が１件も

その南魚沼郡ではなかったと、大きな被害もなか

った。交通手段、あるいは通信手段が完全にダメ

になったという状況の中で、住民も不安なことな

く対応できたのは消防団の連絡網だったというこ

とです。ここの部分では、一般の団員には携帯無

線、団員ごとに持たせる。幹部の消防団員は携帯

電話を持たせるということの中で、消防団を中心

とした地域のコミュニティ、連携があれだけの大

きな地震の中で住民も不安をあまり感じない、電

気、ガス、水道、電話は通じない、そういう状況

の中で何とか頑張れたという話を実際に伺ってま

いりました。 

 それで、特に厳しい条件の中での連絡含めた広

報のことになるのですが、私は特に高齢者がどん

どん増えていくということになると、やはり地域、

町内会単位の中で、あるいは家族、家庭、それか

ら近所の皆さん、それを含めた町内会単位のそう

いったコミュニティをどう徹底していくかという

ことが非常に大事なことだというふうに思います。

さきほど言いましたが、総務課長も言っているよ

うに、いざというときに津波の関係も含めて、特

に海岸線の部分には町の職員が担当職員が同行と

いうことになっても、なかなかそこに行くという

ことにはならないわけですから、何と言っても身

近な部分の対応をできるだけ、助け合っていくと

いう体制をとるのが大事なのではないかなという

ふうに思いますので、そういった意味での地域の

コミュニティ、連絡網というものをもう一度、こ

れは防災ということだけはなく、高齢化時代の福

祉対策にも通じる部分ということになりますので、

さきほど言いました除雪の関係の部分の全体の町

内会皆さんの集まった段階とか、いろんな機会を

捉えて方向性などを出して、その周知をしていた

だくように、これはお願いをして、私の質問を終

わりたいというふうに思います 

○委員長（平野隆雄） 村田町長。 

○町長（村田駿） まず、質問が多種にわたって

おりますので若干、前後するかと思いますけれど

も、ご理解のほどお願いします。 

 まず、この冬、近年になく豪雪ということで、

溝部委員おっしゃるとおり、地域住民、あるいは、

また町内の重機車輌を持っている多くの関係団体、

こういう方々が損得を抜きにといえば失礼かもし

れませんけれども、そういう中で今年の除排雪対

策に協力してくれたということは今までになかっ

たことかなと、そう思っております。そういう状

況の中で、やはりいちばん懸念されるのが地球の

温暖化の中で、この豪雪はこれからも頭に入れた

中で行政は進めないとならないかなと、そういう

考え方でいるわけでございまして、そういう中で

のさきほど来、いろいろご質問受けておりますと

おり、今の積寒事業でやる重機の購入もそういう

計画の一環でございます。 

 こういう中で、従来は確かに運転手という、そ

ういう業務の中での職員の雇用もありましたけれ

ども、これからはたぶん、そういうことはないな

と、合わせて、それで１０年、１２年経ったのに

どうするのだということを考えますと、消防署員

全員が大型車輌を持っているわけです。そして毎

朝、降雪がされると消防署員が重機を町のほうか

ら持っていって除排雪をしていると、そういう実

情の中で私どもは、自治体は違うといっても福島
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町の消防署員、この方々がやはり、これからどう

いう形の中で町として活用することも非常に大事

なことではないのかなと、そういう、もろもろの

ことも含めながら、さまざま、また再任用という

こともあるでしょうし、新規雇用ということもあ

るでしょうけれども、財政的なことも充分考慮し

ながら重機の管理、運行については検討していき

たいなとという考え方でございます。 

 また、防災無線の関係でございますけれども、

本当は理想は個別にあったほうがいちばん理想か

と思います。ただ、そういう中で、今委員から出

されておりましたとおり、確かに好転、あるいは

風向きによって、なかなか聞こえない、難聴の地

域もあると、できれば、夜は別にして昼間、町内

には水産加工場とか、多くの人が集まっている箇

所があるわけでございまして、そういう箇所もこ

れから個別の対象に考えていかないとならないの

ではないのかなと、そういうふうな考え方でござ

います。 

 例えば、組合事務所、あるいは水産加工場、そ

うするとやはり避難とか緊急のことがあると、そ

こですぐ多くの人が動けると、これがやはり、福

島町にとって個別の受信施設を設置する前に町と

してはこういうことも、これからは検討していか

なとならないなと、そういうことで、今私自身も

考えておりますし、これらについては予算的なこ

ともありますけれども、担当課のほうとも充分、

これについては検討していきたいと、そう思って

おります。 

 また、冬の排雪、除雪、町内でも吉岡地区と白

符、あるいは福島地区でその日によって降雪量が

だいぶ差があったのが今年の実情でございます。

ですから、吉岡が出たけれども白符が出なったと

か、白符には出ていたけれども吉岡に出なかった

とか、またその地域間でもそれなりに差があって、

いろんな形の中で委員の皆様の耳にも入っている

かと思いますが、やはり大事なのはこの冬の豪雪

ということを考慮した中で、この冬の対策がどう

であったのか、これについては町内会に入って、

積極的に対応していかなければ、排雪一つを見て

も、さきほど来、溝部委員おっしゃっているとお

り、豊浜地区との体積場所がない場所は一方的に

押していかないとならないわけです。 

 そうすると、やはりそれらについては路上駐車

の問題も含めて、船揚場なり、河川周辺に対する

排雪、堆積を地域の人方が積極的に、やはり理解

して協力してくれなければ、これは充分な対策は

出来ないということで、これらについては、やは

り検証も含めて、この冬の検証も含めて地域に入

って対応していかなければならないなと、そう思

ってございます。 

 それと避難箇所、私も何箇所か見ましたけれど

も、避難路の上は雪で人が避難できる状態ではな

いことは確かでございます。 

 それと、もう一つは冬期間等の状況を見たとき

において治山工事に合わせて設置した階段が、そ

れでは緊急時に夜に避難路として活用出来るのか

となると、逆に年寄りであると事故の原因にもな

ろうかなと、そうするとやはり津波等、若い人は

昼間はいいのですけれども夜等については、さき

ほど委員からご質問ありましたとおり、非常持ち

出し袋と合わせて、地域でやはりいちばん安心し

てできる避難場所はこうですよと、それと日中で

例えば、明るい時期に隣近所の人と行ける場所は

こうですよくらいの避難の１とか２とか、それく

らいの場所のやはり設定をしておくことも、これ

から必要ではないのかなと、やはりいちばん、日

向、白符を見たときにおいて、日向と白符の境い

の、あの坂口さんの裏の辺りがあの地域において、

やはりいちばん歩いても行けますし、安心な箇所

なのです。 

 それで、滝川委員さん方のいるほうの、あの辺

の治山工事をやった、あの階段というのは非常に、

中島さん周辺だとか急で大変だなと、そういうこ

とも合わせて、やはり看板の設置も合わせながら

地域の人方に、やはり理解してもらうためには毎

年、実施されております秋の防災の日には、この

持出袋と合わせて、やはりこの避難路の確保につ

いては、充分地域の人方が、やはり地域の人がみ

ずから避難するのだという意識を持つためには、
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安心して登れるような、避難できるような体制作

りはしていかないとないかなと、そう思ってござ

います。 

 また、最後になりますけれども、非常持出袋の

関係でございますけれども、昨年、町内の商店の

人方を集めて、町内の商店にどの程度の毛布があ

るとか、そういうような確認も日赤のほうでした

経緯もございます。ですから、前は日の出小学校

のほうに日赤の確保したこともありますが、何か

しら、そのままの状態になって、今は虫が食った

り、非常に蛇とか、ねずみの巣になっているよう

な状況であるということも聞いてございます。 

 やはり、ある程度、町としても日赤を中心に、

やはり安心した、そしてまた誰もが理解できる箇

所にそれなりの数量の確保はしておかないとなら

ないのかなと、そう思っておりますが、こと毛布

等については町内の各商店の方々のほうにも、前

回、日赤のほうでそういう緊急時にどの程度の供

給ができますかと、そうすると町内の店だけで確

か二百数十枚の、そういうような把握をした経緯

もございますが、いずれにしても、そういうよう

なことを官民一体となって、非常に即、対応でき

るような体制は今まで以上に高齢化が進んでいる

中で、私どもは、やはり努めていかなければなら

ないことかなと思ってございます。 

 今日の委員会で、各委員さんから出されました

ことを整理しながら、町の防災計画ということを

あらためて見直し、地域に入って地域の住民の

方々に周知徹底していければなと、そういう考え

方でおりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 暫時休憩いたします。 

     （「なし」という声あり） 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１２時０４分） 

    （再開 午前１２時０４分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております調査事件１に関

する本委員会意見の取りまとめ及びその調整につ

いては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、調査

事件１に関する意見の取りまとめ及びその調整は、

委員長に一任されました。 

 以上で、調査事件１を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１２時０５分） 

    （再開 午後 １時２４分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 次期定例会後の閉会中の所管事務調査事件は、

１、自主財源の確保について。２、その他所管に

関する事項についてとし、平成１８年第２回定例

会に閉会中の所管事務調査事件として申し出をい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、ただ

いまお諮りした内容で、平成１８年第２回定例会

に閉会中の所管事務調査事件として申し出をする

ことに決定いたしました。 

 次に、その他について、何かありませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） 以上で本日の案件の調査

は、終了いたしましたので、総務教育常任委員会

を閉会いたします。 

 どうも、ご苦労さまでした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （閉会 午後 １時２５分） 

 

 

 


